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条 例

　 名 古 屋 港 管 理 組 合 暴 力 団 排 除 条 例 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 一 号

　 　 　 名 古 屋 港 管 理 組 合 暴 力 団 排 除 条 例

　 （ 目 的 ）

第 一 条 　 こ の 条 例 は 、 名 古 屋 港 管 理 組 合 （ 以 下 「 組 合 」 と い う 。 ） に お け る 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関

す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 排 除 に

関 す る 措 置 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め 、 暴 力 団 を 排 除 す る こ と に よ り 、 事 務 及 び 事 業 の 適 正 な 実 施 を 図 り 、 も っ て 名 古 屋

港 の 健 全 な 発 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。

　 （ 組 合 の 事 務 及 び 事 業 に お け る 措 置 ）

第 二 条 　 組 合 は 、 契 約 に 係 る 事 務 そ の 他 の 組 合 の 事 務 又 は 事 業 に よ り 暴 力 団 を 利 す る こ と と な ら な い よ う に 、 暴 力 団 員 等

（ 暴 力 団 員 （ 法 第 二 条 第 六 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 暴 力 団 若 し く は 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係 を 有 す る

者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 契 約 の 相 手 方 と し な い 等 暴 力 団 の 排 除 の た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

　 （ 公 の 施 設 の 利 用 に お け る 措 置 ）

第 三 条 　 管 理 者 又 は 指 定 管 理 者 （ 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 四 十 四 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 指 定 管

理 者 を い う 。 ） は 、 組 合 が 設 置 し た 公 の 施 設 の 利 用 が 暴 力 団 を 利 す る こ と と な る と 認 め る と き は 、 当 該 利 用 の 許 可 を せ ず 、

又 は 当 該 利 用 の 許 可 を 取 り 消 し 、 若 し く は 当 該 利 用 の 中 止 を 命 ず る こ と が で き る も の と す る 。

　 （ 不 当 な 要 求 に 対 す る 措 置 ）

第 四 条 　 組 合 は 、 暴 力 団 員 等 か ら 職 員 に 対 し て 不 当 な 要 求 が あ っ た 場 合 に は 、 こ れ を 拒 否 す る と と も に 、 適 正 か つ 円 滑 な 職

務 の 執 行 を 確 保 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

　 （ 個 人 情 報 の 収 集 及 び 提 供 ）
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第 五 条 　 実 施 機 関 （ 名 古 屋 港 管 理 組 合 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 八 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 四 号 ） 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す

る 実 施 機 関 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 こ の 条 例 に 基 づ き 暴 力 団 を 排 除 す る た め に 必 要 と 認 め る と き は 、 必 要 最 小 限 の 個 人 情

報 （ 同 条 第 二 号 に 規 定 す る 個 人 情 報 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 収 集 す る こ と が で き る も の と す る 。

２ 　 実 施 機 関 は 、 こ の 条 例 に 基 づ き 暴 力 団 を 排 除 す る た め に 必 要 と 認 め る と き は 、 必 要 最 小 限 の 個 人 情 報 を 愛 知 県 警 察 本 部

長 に 提 供 す る こ と が で き る も の と す る 。

　 （ 委 任 ）

第 六 条 　 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 が 定 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 特 別 職 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 二 号

　 　 　 特 別 職 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 特 別 職 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 第 一 項 中 「 。 次 項 に お い て 同 じ 」 を 削 り 、 同 条 第 二 項 を 削 り 、 同 条 第 三 項 中 「 第 一 項 」 を 「 前 項 」 に 改 め 、 同 項 を

同 条 第 二 項 と し 、 同 条 第 四 項 中 「 次 に 掲 げ る 日 」 を 「 職 務 を 行 つ た 日 （ 月 の 初 日 か ら 末 日 ま で の 分 を 一 括 し て 支 給 す る 場 合

は 、 翌 月 の 十 六 日 ） 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 削 り 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と す る 。

　 第 五 条 第 二 項 中 「 第 三 条 第 三 項 」 を 「 第 三 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 第 三 条 第 四 項 」 を 「 第 三 条 第 三 項 」 に 改 め

る 。

　 別 表 第 二 監 査 委 員 （ 議 会 の 議 員 の う ち か ら 選 任 さ れ た 者 に 限 る 。 ） の 項 中 「 月 額 一 万 九 千 円 」 を 「 日 額 一 万 円 」 に 改 め 、 同

表 管 理 医 の 項 を 削 る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 三 号

　 　 　 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 三 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 十 条 の 二 第 二 号 中 「 同 条 第 六 項 」 を 「 同 条 第 七 項 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 名 古 屋 港 管 理 組 合 港 湾 整 備 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 四 号

　 　 　 名 古 屋 港 管 理 組 合 港 湾 整 備 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 名 古 屋 港 管 理 組 合 港 湾 整 備 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

　 第 二 条 第 三 項 中 「 平 成 二 十 八 年 度 」 を 「 平 成 三 十 年 度 」 に 改 め 、 同 項 の 表 中 「 弥 富 市 」 を 「 名 古 屋 市 、 弥 富 市 」 に 、 「 約

一 、 〇 九 六 万 平 方 メ ー ト ル 」 を 「 約 一 、 一 〇 〇 万 平 方 メ ー ト ル 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 特 別 職 の 職 員 及 び 職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 五 号

　 　 　 特 別 職 の 職 員 及 び 職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 特 別 職 の 職 員 及 び 職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 九 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。

　 第 一 条 中 「 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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　 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 六 号

　 　 　 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 十 一 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 退 職 手 当 か ら の 控 除 ）

第 二 十 一 条 の 二 　 職 員 に 退 職 手 当 を 支 給 す る 際 、 そ の 退 職 手 当 か ら 控 除 す る こ と の で き る も の は 、 別 に 法 律 及 び 条 例 で 定 め

る も の を 除 き 、 丸 八 信 用 組 合 に 対 す る 貸 付 金 の 弁 済 金 及 び そ の 利 息 と す る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 名 古 屋 港 管 理 組 合 港 湾 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 七 号

　 　 　 名 古 屋 港 管 理 組 合 港 湾 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 名 古 屋 港 管 理 組 合 港 湾 施 設 条 例 （ 昭 和 三 十 六 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 第 二 項 を 削 る 。

　 第 六 条 、 第 七 条 及 び 第 三 十 条 第 一 号 中 「 第 三 条 第 一 項 」 を 「 第 三 条 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 （ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 （ 経 過 措 置 ）

２ 　 こ の 条 例 施 行 の 際 現 に 港 湾 法 及 び 特 定 外 貿 埠 頭 の 管 理 運 営 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 九

号 ） 附 則 第 三 条 第 五 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ る 同 法 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 港 湾 法 （ 昭 和 二

十 五 年 法 律 第 二 百 十 八 号 ） 第 五 十 四 条 の 三 第 七 項 の 規 定 に 基 づ き 港 湾 施 設 の 貸 付 け を 受 け て い る 者 が 当 該 港 湾 設 を 使 用 す

る 場 合 の 取 扱 い に つ い て は 、 当 該 貸 付 け に 係 る 契 約 の 期 間 が 満 了 す る ま で の 間 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

　 名 古 屋 港 管 理 組 合 事 務 部 局 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 一 号

　 　 　 名 古 屋 港 管 理 組 合 事 務 部 局 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 名 古 屋 港 管 理 組 合 事 務 部 局 組 織 規 則 （ 平 成 八 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 八 条 の 二 第 五 号 中 「 防 災 対 策 本 部 」 を 「 災 害 対 策 本 部 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 免 除 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 二 号

　 　 　 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 免 除 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 免 除 基 準 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 一 条 第 三 号 中 「 場 合 」 の 下 に 「 （ こ れ ら の 事 故 発 生 の お そ れ が あ る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え る 。

　 第 二 条 第 一 項 第 五 号 の 二 中 「 四 日 」 を 「 一 日 」 に 、 「 三 十 一 時 間 」 を 「 八 時 間 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 旅 費 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 三 号

　 　 　 旅 費 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

規 則
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　 旅 費 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 八 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 三 中 「あま市 」 の 次 に 「、 長久手市 」 を 加 え る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 特 定 埠 頭 の 運 営 の 事 業 に 係 る 港 湾 施 設 の 貸 付 け に 関 す る 規 則 を 廃 止 す る 等 の 規 則 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 四 号

　 　 　 特 定 埠 頭 の 運 営 の 事 業 に 係 る 港 湾 施 設 の 貸 付 け に 関 す る 規 則 を 廃 止 す る 等 の 規 則

　 （ 特 定 埠 頭 の 運 営 の 事 業 に 係 る 港 湾 施 設 の 貸 付 け に 関 す る 規 則 の 廃 止 ）

第 一 条 　 特 定 埠 頭 の 運 営 の 事 業 に 係 る 港 湾 施 設 の 貸 付 け に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 二 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 二 十 二 号 ） は 、

廃 止 す る 。

　 （ 名 古 屋 港 管 理 組 合 港 湾 施 設 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 　 名 古 屋 港 管 理 組 合 港 湾 施 設 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 六 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。

　 第 三 条 中 「 第 三 条 第 一 項 」 を 「 第 三 条 」 に 改 め る 。

　 第 三 十 四 条 中 「 又 は 港 湾 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 十 八 号 ） 第 五 十 四 条 の 三 第 六 項 の 規 定 に よ り 貸 し 付 け た も の 」 を

削 る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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名古屋港管理組合告示第６号
　平成２４年３月定例名古屋港管理組合議会で認定された平成２２年度名古屋港管理組合一般会計歳入歳出決算の要領は、次の
とおりである。
　　平成２４年３月３０日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

平成２２年度名古屋港管理組合一般会計歳入歳出決算
歳　　　　　入

第１款　分担金及び負担金 １０，２３３，１１４，４８５円
　第１項　負担金 １０，２３３，１１４，４８５円
第２款　使用料及び手数料 ６，３８３，２０９，５４５円
　第１項　使用料 ６，３８３，１８１，０４５円
　第２項　手数料 ２８，５００円
第３款　国庫支出金 １，４２３，３３３，７０７円
　第１項　国庫負担金 １，４２３，３３３，７０７円
第４款　財産収入 ６，２２２，１４９，２３０円
　第１項　財産運用収入 ５，１９２，７６３，６９６円
　第２項　財産売払収入 １，０２９，３８５，５３４円
第５款　寄附金 ４，４９０，０００円
　第１項　寄附金 ４，４９０，０００円
第６款　繰入金 ２，１５３，４７７，３７６円
　第１項　他会計繰入金 ４５８，７０７，８２６円
　第２項　他会計借入金 １，６９４，７６９，５５０円
第７款　繰越金 １，３６６，５８５，４４０円
　第１項　繰越金 １，３６６，５８５，４４０円
第８款　諸収入 ２，４３２，６８０，４５５円
　第１項　延滞金、加算金及び過料 ２，０８５，２２７円
　第２項　預金利子 ２，９２１，１５４円
　第３項　受託事業収入 ４８９，３３８，０３０円
　第４項　貸付金元利収入 １，５０５，３９０，７８７円
　第５項　特定施設整備収入 ４５，３９０，０７９円
　第６項　雑入 ３８７，５５５，１７８円
第９款　組合債 ４，８５０，５００，０００円
　第１項　組合債 ４，８５０，５００，０００円
　　　歳　　　入　　　合　　　計 ３５，０６９，５４０，２３８円

歳　　　　　出
第１款　議会費 １４５，１７１，９８３円
　第１項　議会費 １４５，１７１，９８３円
第２款　総務費 ４，４７４，３５２，６７２円
　第１項　総務管理費 ４，４０９，３２９，２９３円
　第２項　監査委員費 ６５，０２３，３７９円
第３款　企画調整費 ９５０，５８３，６６３円
　第１項　企画調整管理費 ８９５，３１８，２８７円
　第２項　調査費 ５５，２６５，３７６円
第４款　港営費 ４，５２６，６２９，０３９円
　第１項　港営管理費 １，２７７，５８２，８３６円
　第２項　運営費 ３，２４９，０４６，２０３円
第５款　建設費 ９，６１９，１８９，９９５円
　第１項　建設管理費 １，４５７，７３９，２１１円
　第２項　整備費 ８，１６１，４５０，７８４円
第６款　公債費 １３，８７７，９０４，３００円
　第１項　公債費 １３，８７７，９０４，３００円
第７款　予備費 ０円
　第１項　予備費 ０円
　　　歳　　　出　　　合　　　計 ３３，５９３，８３１，６５２円

名古屋港管理組合告示第７号
　平成２４年３月定例名古屋港管理組合議会で認定された平成２２年度名古屋港管理組合基金特別会計歳入歳出決算の要領は、
次のとおりである。
　　平成２４年３月３０日

告 示
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名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

平成２２年度名古屋港管理組合基金特別会計歳入歳出決算
歳　　　　　入

第１款　水族館振興基金収入 ６６６，４１６，３９４円
　第１項　財産収入 １，５１１，０８４円
　第２項　寄附金 ２，５００，０００円
　第３項　繰越金 ０円
　第４項　積戻金 ４４６，２３１，１７６円
　第５項　繰入金 ２１６，１７４，１３４円
第２款　海事文化振興基金収入 ２４，８３６，８３３円
　第１項　財産収入 ９８，９１１円
　第２項　寄附金 １，７５３，２５０円
　第３項　繰越金 ０円
　第４項　繰入金 ２２，９８４，６７２円
第３款　環境振興基金収入 ２２，９９５，４７８円
　第１項　財産収入 ４４９，２０５円
　第２項　寄附金 ３４９，４００円
　第３項　繰越金 ０円
　第４項　積戻金 １２，４７６，６５０円
　第５項　繰入金 ９，７２０，２２３円
　　　歳　　　入　　　合　　　計 ７１４，２４８，７０５円

歳　　　　　出
第１款　水族館振興基金 ６６６，４１６，３９４円
　第１項　積立金 ２２０，１８５，２１８円
　第２項　繰出金 ４４６，２３１，１７６円
第２款　海事文化振興基金 ２４，８３６，８３３円
　第１項　積立金 ２４，８３６，８３３円
第３款　環境振興基金 ２２，９９５，４７８円
　第１項　積立金 １０，５１８，８２８円
　第２項　繰出金 １２，４７６，６５０円
　　　歳　　　出　　　合　　　計 ７１４，２４８，７０５円

名古屋港管理組合告示第８号
　平成２４年３月定例名古屋港管理組合議会の議決を経た平成２４年度名古屋港管理組合予算の要領は、次のとおりである。
　　平成２４年３月３０日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

平成２４年度名古屋港管理組合一般会計予算
　平成２４年度名古屋港管理組合一般会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３３，９１０，０００千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。
（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限
度額は、「第２表　債務負担行為」による。
（組合債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる組合債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償
還の方法は、「第３表　組合債」による。
（一時借入金）

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４，０００，０００千円と定める。
（歳出予算の流用）

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の
とおりと定める。
　各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同
一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
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　第１表　歳入歳出予算
　　　　歳　　　入 

金 額項款

千円

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 １１，５１４，４０１

１１，５１４，４０１１ 負 担 金

５，９６０，２８８２ 使 用 料 及 び 手 数 料

５，９６０，２７８１ 使 用 料

１０２ 手 数 料

２，０６４，３８６３ 国 庫 支 出 金

２，０６４，３８６１ 国 庫 負 担 金

５，５１２，１６２４ 財 産 収 入

５，５１２，１４２１ 財 産 運 用 収 入

２０２ 財 産 売 払 収 入

１０５ 寄 附 金

１０１ 寄 附 金

３８３，７００６ 繰 入 金

３８３，７００１ 他 会 計 繰 入 金

４００，０００７ 繰 越 金

４００，０００１ 繰 越 金

８ 諸 収 入 ３，１１７，５５３

３１０１ 延滞金、加算金及び過料

２，４５１２ 預 金 利 子

７８８，３００３ 受 託 事 業 収 入

１，９９５，２５９４ 貸 付 金 元 利 収 入

１９３，６６７５ 特 定 施 設 整 備 収 入

１３７，５６６６ 雑 入

４，９５７，５００９ 組 合 債

４，９５７，５００１ 組 合 債

３３，９１０，０００歳 入 合 計
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　　　　歳　　　出

　第２表　債務負担行為

金 額項款

千円

１ 議 会 費 １４２，１４９

１４２，１４９１ 議 会 費

２，３４１，１１８２ 総 務 費

２，２７２，２３３１ 総 務 管 理 費

６８，８８５２ 監 査 委 員 費

１，０１９，３７５３ 企 画 調 整 費

９１６，７２３１ 企 画 調 整 管 埋 費

１０２，６５２２ 調 査 費

３，１２０，７８９４ 港 営 費

１，３７９，４５３１ 港 営 管 理 費

１，７４１，３３６２ 運 営 費

１２，７９９，５６９５ 建 設 費

１，５３０，９６９１ 建 設 管 理 費

１１，２６８，６００２ 整 備 費

１４，２８７，０００６ 公 債 費

１４，２８７，０００１ 公 債 費

２００，０００７ 予 備 費

１ 予 備 費 ２００，０００

３３，９１０，０００歳 出 合 計

限 度 額期 間事 項
千円

平 成 ２５ 年 度港 湾 計 画 改 訂 調 査 費 ８１，６００

３８４，０００平成２５年度～平成２８年度生 物 入 手 費

２０３，０００平 成 ２５ 年 度鍋 田 ふ 頭 道 路 整 備 費

１５３，０００平 成 ２５ 年 度金城ふ頭船舶通航情報センター補修費

５９，０００平 成 ２５ 年 度堀川口防潮水門ポンプ所整備費

金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
１０１，５９０千円及び利息相当額を限度として
補償する。

平成２４年度～平成３０年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称）の事業
資金借入金に対する損失補償

金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
２２１，０３０千円及び利息相当額を限度として
補償する。

平成２４年度～平成２９年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称）の事業
資金借入金に対する損失補償
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金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
４６２，０６３千円及び利息相当額を限度として
補償する。

平成２４年度～平成３０年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称）の事業
資金借入金に対する損失補償

金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
７８，９１０千円及び利息相当額を限度として補
償する。

平成２４年度～平成２９年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称）の事業
資金借入金に対する損失補償

金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
７７８，９４３千円及び利息相当額を限度として
補償する。

平成２４年度～平成３４年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称）の事業
資金借入金に対する損失補償

金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
７，３６０千円及び利息相当額を限度として補
償する。

平成２４年度～平成３６年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称）の事業
資金借入金に対する損失補償

金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
２２６，１３９千円及び利息相当額を限度として
補償する。

平成２４年度～平成３８年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称）の事業
資金借入金に対する損失補償

金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
１８１，５２６千円及び利息相当額を限度として
補償する。

平成２４年度～平成３３年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称）の事業
資金借入金に対する損失補償

金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
１１２，１４３千円及び利息相当額を限度として
補償する。

平成２４年度～平成３９年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称）の事業
資金借入金に対する損失補償

金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
３９，３５５千円及び利息相当額を限度として補
償する。

平成２４年度～平成３３年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称）の事業
資金借入金に対する損失補償

金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
２７６，６５２千円及び利息相当額を限度として
補償する。

平成２４年度～平成２８年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称）の事業
資金借入金に対する損失補償

金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
４１，０２８千円及び利息相当額を限度として補
償する。

平成２４年度～平成３１年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称）の事業
資金借入金に対する損失補償

金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
７９，０２３千円及び利息相当額を限度として補
償する。

平成２４年度～平成３５年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称）の事業
資金借入金に対する損失補償

金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
３７５，０００千円及び利息相当額を限度として
補償する。

平成２４年度～平成３７年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称）の事業
資金借入金に対する損失補償

金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
２６，００４千円及び利息相当額を限度として補
償する。

平成２４年度～平成４１年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称）の事業
資金借入金に対する損失補償

金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
６６，１３２千円及び利息相当額を限度として補
償する。

平成２４年度～平成４１年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称）の事業
資金借入金に対する損失補償

金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
３６，０９０千円及び利息相当額を限度として補
償する。

平成２４年度～平成３２年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称）の事業
資金借入金に対する損失補償
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　第３表　組合債

　　　平成２４年度名古屋港管理組合基金特別会計予算
　平成２４年度名古屋港管理組合基金特別会計の予算は、次に定めるところによる。
　（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３９４，０００千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　第１表　歳入歳出予算
　　　　歳　　　入

金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
２６，８３０千円及び利息相当額を限度として補
償する。

平成２４年度～平成２６年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称）の事業
資金借入金に対する損失補償

金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回
収できないことにより損失を受けたときは、
７，９６５千円及び利息相当額を限度として補
償する。

平成２４年度～平成２６年度
名古屋港埠頭株式会社（仮称〉の事業
資金借入金に対する損失補償

償 還 の 方 法利 率起債の方法限 度 額起 債 の 目 的

政府資金については融資条件により、銀行
その他の場合には起債年度から据置期間を
含めて３０年度間以内に元利均等、元金均等
若しくは元金不均等の方法で毎年度１期若
しくは２期に分けて償還し、又は満期日に
元金を一括して償還する。ただし、組合財
政その他の都合により据置期間及び償還期
間を短縮し、若しくは繰上償還し、又は借
り換えることができる。

８�５ ％ 以 内
普 通 貸 借
又　 　 は
債 券 発 行

千円

公 共 事 業 ４，８０５，０００

１５２，５００
コンテナ埠頭
整 備 事 業

４，９５７，５００計

金 額項款

千円

１ 水 族 館 振 興 基 金 収 入 １９９，２００

２，９８０１ 財 産 収 入

１０２ 寄 附 金

１０３ 繰 越 金

１９６，２００４ 積 戻 金

９，５００２ 海 事 文 化 振 興 基 金 収 入

４８０１ 財 産 収 入

１０２ 寄 附 金

１０３ 繰 越 金

４，０００４ 積 戻 金

５，０００５ 繰 入 金
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　　　　歳　　　出

　　　平成２４年度名古屋港管理組合施設運営事業会計予算
　（総　則）
第１条　平成２４年度名古屋港管理組合施設運営事業会計の予算は、次に定めるところによる。
　（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

金 額項款

千円

１ 水 族 館 振 興 基 金 １９９，２００

３，０００１ 積 立 金

１９６，２００２ 繰 出 金

９，５００２ 海 事 文 化 振 興 基 金

５，５００１ 積 立 金

４，０００２ 繰 出 金

１８５，３００３ 環 境 振 興 基 金

１，８００１ 積 立 金

１８３，５００２ 繰 出 金

３９４，０００歳 出 合 計

千円

３ 環 境 振 興 基 金 収 入 １８５，３００

１，７６０１ 財 産 収 入

２０２ 寄 附 金

２０３ 繰 越 金

１８３，５００４ 積 戻 金

３９４，０００歳 入 合 計

備 考事 項施 設区 分

平方メートル

一般使用許可面積

上　　　屋　　　４１棟

事 業 量 ９１，０９３

平方メートル

専用使用許可面積 　３９，１８６

平方メートル

一般使用許可面積

貯　木　場　　８か所

　５０３，４５０

平方メートル

専用使用許可面積 　９９５，４３０

時間

使 用 時 間荷役機械　　　１０基 　１０，２２７

千円
施設維持補修工事及び
上 屋 等 整 備 工 事

施設の維持補修及び
施設の増補・改良工事

　９５８，９００
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　（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　入
第１款　　施　設　運　営　事　業　収　益 ２，４８４，０００千円
第１項　　 営 業 収 益 ２，４８１，４９３千円
第２項　　 営 業 外 収 益 ２，４８７千円
第３項　　 特 別 利 益 ２０千円

支　　　　　　　　出
第１款　　施　設　運　営　事　業　費　用 ２，４５９，０００千円
第１項　　 宮 業 費 用 ２，３８９，９９５千円
第２項　　 営 業 外 費 用 ５８，９８５千円
第３項　　 特 別 損 失 ２０千円
第４項　　 予 備 費 １０，０００千円

　（資本的収入及び支出）
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，０３０，９７０千
円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３，０００千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
２２，０００千円及び過年度分損益勘定留保資金１，００５，９７０千円で補てんするものとする。）。

収　　　　　　　　入
第１款　　 資 本 的 収 入 ３０千円
第１項　　 固 定 資 産 売 却 代 金 １０千円
第２項　　 寄 附 金 １０千円
第３項　　 そ の 他 資 本 的 収 入 １０千円

支　　　　　　　　出
第１款　　 資 本 的 支 出 １，０３１，０００千円
第１項　　 建 設 改 良 費 ６０６，７００千円
第２項　　 固 定 資 産 購 入 費 １，５０３千円
第３項　　 企 業 債 償 還 金 ４２２，７９７千円

　（債務負担行為）
第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　　　　項　　　　　　　期　　　間　　　　　　　 限　度　額
  荷役機械維持補修費 平成２５年度 ３４，５００千円
  上 屋 整 備 費 平成２５年度 １１４，１００千円
  荷 役 機 械 整 備 費 平成２５年度 ８７，６００千円
　（一時借入金）
第６条　一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。
　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費
の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費　　　　　 ４３０，０７７千円
　（たな卸資産購入限度額）
第８条　たな卸資産の購入限度額は、２０，０００千円と定める。

　　　平成２４年度名古屋港管理組合埋立事業会計予算
　（総　則）
第１条　平成２４年度名古屋港管理組合埋立事業会計の予算は、次に定めるところによる。
　（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

用地整備　　　　　　排水管２５０メートル
　（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　入
第１款　　 埋 立 事 業 収 益 ２８７，０００千円
第１項　　 営 業 外 収 益 ２８６，９７０千円
第２項　　 特 別 利 益 ３０千円

支　　　　　　　　出
第１款　　 埋 立 事 業 費 用 ３１４，０００千円
第１項　　 営 業 費 用 ２８２，５３１千円
第２項　　 営 業 外 費 用 ２１，４３９千円
第３項　　 特 別 損 失 ３０千円
第４項　　 予 備 費 １０，０００千円

　（資本的収入及び支出）
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，２３７，０００
千円は、繰越工事資金で補てんするものとする。）。
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収　　　　　　　　入
第１款　　 資 本 的 収 入 ６２６，０００千円
第１項　　 雑 収 入 ３７９，３８５千円
第２項　　 貸 付 金 返 還 金 ２４６，６１５千円

支　　　　　　　　出
第１款　　 資 本 的 支 出 １，８６３，０００千円
第１項　　 南 部 地 区 埋 立 事 業 費 １９，２００千円
第２項　　 西 部 地 区 埋 立 事 業 費 １，３０６，１００千円
第３項　　 南 ５ 区 埋 立 事 業 費 ４７，５００千円
第４項　　 総 係 費 ４６０，６３０千円
第５項　　 雑 支 出 ２９，５７０千円

　（一時借入金）
第５条　一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。
　（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
　各項に計上した給料、手当及び法定福利費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各
項の間の流用

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費
の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費　　　　　 ２９７，０４３千円

名古屋港管理組合告示第９号
　平成２４年３月定例名古屋港管理組合議会の議決を経た平成２３年度名古屋港管理組合補正予算の要領は、次のとおりである。
　　平成２４年３月３０日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

　　　平成２３年度名古屋港管理組合一般会計補正予算
　平成２３年度名古屋港管理組合一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。
　（繰越明許費の補正）
第１条　繰越明許費の補正は、「第１表　繰越明許費補正」による。

　第１表　繰越明許費補正

名古屋港管理組合告示第１０号
　次の港湾施設は、平成２４年３月１６日から供用を開始した。
　　平成２４年３月３０日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

施設の種類　荷役機械（軌道走行式）

 

金 額事 業 名項款

千円

飛島コンテナ埠頭株式会社貸付金１ 総務管理費２ 総 務 費 ３２４，０００

４０，０００中川運河（堀止）緑地整備費

２ 整 備 費５ 建 設 費

４０，０００国直轄事業港湾管理者負担金

備　　考型　　　式
最大巻き揚げ
ニュートン数

位　　置
名　　　　称

（括弧内は、その略称）

電動式、軌道走行式ロープ
トロリ式橋型クレーン

キロニュートン

９１号岸壁エプロン内
飛島ふ頭北２号起重機
（飛島北２号）

４８０



１４ 名古屋港管理組合公報　第４９２号　平成２４年３月３０日

名古屋港管理組合告示第１１号
　次の港湾施設は、平成２４年４月１日から供用を開始する。
　　平成２４年３月３０日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

施設の種類　係船岸壁
　用途区分を定めた岸壁

名古屋港管理組合告示第１２号
　次の港湾施設は、平成２４年４月１日から変更する。
　　平成２４年３月３０日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

施設の種類　係船岸壁
　変更前
　用途区分を定めた岸壁

　変更後
　用途区分を定めた岸壁

施設の種類　荷さばき地
　変更前
　用途区分を定めた荷さばき地

 

備　　考

制限荷重
（１平方
メートル
あたり）

標準係船能力

水 深
エプロン
幅

延　長位　　置用途区分名　　称 バース
数

船 舶 の
総トン数

キロニュートンバーストンメートルメートルメートル
鍋田ふ頭
北側

コンテナ船Ｔ３岸壁 ２０１３０，０００１２５６２８５

備　　考

制限荷重
（１平方
メートル
あたり）

標準係船能力

水 深
エプロン
幅

延　長位　　置用途区分名　　称 バース
数

船 舶 の
総トン数

隣接岸壁の先行施
工分３５メートル含
む

キロニュートンバーストンメートルメートルメートル

鍋田ふ頭
北側

コンテナ船Ｔ２岸壁 ２０１５０，０００１４５０３８５

備　　考

制限荷重
（１平方
メートル
あたり）

標準係船能力

水 深
エプロン
幅

延　長位　　置用途区分名　　称 バース
数

船 舶 の
総トン数

キロニュートンバーストンメートルメートルメートル
鍋田ふ頭
北側

コンテナ船Ｔ２岸壁 ２０１５０，０００１４５０３５０

面　　積位　　置用途区分等　級
名　　　　称

（括弧内は、その略称）
平方メートル

Ｔ２岸壁隣接コンテナ貨物
級

鍋田ふ頭荷さばき地（鍋田） １２６，５４０特



１５名古屋港管理組合公報　第４９２号　平成２４年３月３０日

　変更後
　用途区分を定めた荷さばき地

施設の種類　荷さばき地
　変更前
　用途区分及び区画を定めた荷さばき地

（図は省略）　
　変更後
　用途区分及び区画を定めた荷さばき地

　図（金城ふ頭西部Ａ、Ｂ、Ｃ荷さばき地）

備考
１　数字は、区画の名称を示す。
２　金城西Ａの区画の面積は、１は２，１２４平方メートル、２・３は各２，０５４平方メートル、４は１，５６７平方メートルである。
３　金城西Ｃの区画の面積は、５は２，９４２平方メートル、６は７４８平方メートル、７は２，３６１平方メートル、８は２，４２４平方
メートル、９は５，８１１平方メートル、１０は３，９４６平方メートル、１１は１，５１１平方メートル、１２は９００平方メートル、１３は
２，７７０平方メートル、１４は２，４９３平方メートル、１５は４，１９５平方メートルである。

名古屋港管理組合告示第１３号
　次の港湾施設は、平成２４年３月１６日から廃止した。
　　平成２４年３月３０日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

面　　積位　　置用途区分等　級
名　　　　称

（括弧内は、その略称）
平方メートル

Ｔ３岸壁背後コンテナ貨物
級

鍋田ふ頭荷さばき地（鍋田） １２６，５４０特

区　　画面　　積位　　置用途区分等　級
名　　　　称

（括弧内は、その略称）

図による２９，６５４７６号岸壁隣接車両
級

金城ふ頭西部Ｃ荷さばき地
（金城西Ｃ）

１

区　　画面　　積位　　置用途区分等　級
名　　　　称

（括弧内は、その略称）

図による３０，１０１７６号岸壁隣接車両
級

金城ふ頭西部Ｃ荷さばき地
（金城西Ｃ）

１



１６ 名古屋港管理組合公報　第４９２号　平成２４年３月３０日

施設の種類　荷役機械（軌道走行式）

名古屋港管理組合告示第１４号
　次の名古屋港ポートビル施設は、平成２４年４月１日から次のとおり変更する。
　　平成２４年３月３０日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

変更前
　　イ　利用日指定の駐車場

変更後
　　イ　利用日指定の駐車場

名古屋港管理組合告示第１５号
　名古屋港ポートビル条例（昭和５９年名古屋港管理組合条例第３号）第１３条第１項第２号の規定に基づき、名古屋港ポート
ビル施設の供用を次のとおり休止する。
　　平成２４年３月３０日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

１　休止対象施設
　海洋博物館、展望室、南極観測船ふじ、会議室、講堂及び休憩所

２　休止の理由
　火災報知機取替工事に伴い必要があるため。

３　休止期間
　平成２４年６月１９日から平成２４年６月２１日まで（３日間）

名古屋港管理組合告示第１６号
　平成１２年名古屋港管理組合告示第１８号（名古屋港の港湾区域内又は港湾隣接地域内における行為の許可に関する条例施行
細則）の一部を次のように改正する。
　　平成２４年３月３０日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

　第７条第２項中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。
�　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団を利するこ
ととなると認められるとき。

　第２１条第３項中「商法（明治３２年法律第４８号）第２１１条の２第１項等に規定する親会社及び子会社」を「会社法（平成１７年
法律第８６号）第２条第３号及び第４号に規定する子会社及び親会社」に改める。

「１４　断面図
１５　基礎伏図
１６　確定図

　　　　　　「１２　建築確認申請書一式（写）　「１２　護岸断面図　　　　
様式第４号中　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　に、　１７　土留壁部処理詳細図　を
　　　　　　　１３　護岸断面図　　　　　　」　　１３　断面図　　」　　　

１８　排水系統図
１９　排水計算書
２０　設計計算書　　　　」

面　積有効収容台数位　　置駐車場の種類
名　　　称
（略　称）

８７４㎡６６台
名古屋市港区港町１０１番地、１０１
番地先

一種
多階建
駐車場

ガーデンふ頭東駐車場
（ガ―東）

備　　考型　　　式
最大巻き揚げ
ニュートン数

位　　置
名　　　　称

（括弧内は、その略称）

電動式、軌道走行式ロープ
トロリ式橋型クレーン

キロニュートン

７７号岸壁エプロン内
金城ふ頭４号起重機
（金城４号）

４８０

面　積有効収容台数位　　置駐車場の種類
名　　　称
（略　称）

４，９４５㎡１０９台
名古屋市港区港町１０１番地、１０１
番地先

一種
その他の
駐車場

ガーデンふ頭東駐車場
（ガ―東）



１７名古屋港管理組合公報　第４９２号　平成２４年３月３０日

「１４　基礎伏図
１５　確定図
　　　　　　　　　　　　　に改める。
１６　土留壁部処理詳細図
１７　設計計算書　　　　」

　　　附　則
　（施行期日）
１　この細則は、平成２４年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この細則施行の際この細則による改正前の名古屋港の港湾区域内又は港湾隣接地域内における行為の許可に関する条例
施行細則（以下「改正前の細則」という。）の規定により提出されている様式第４号の申請書については、この細則による
改正後の名古屋港の港湾区域内又は港湾隣接地域内における行為の許可に関する条例施行細則（以下「改正後の細則」と
いう。）の規定により提出されたものとみなす。
３　この細則施行の際改正前の細則の規定に基づいて作成されている様式第４号の用紙は、改正後の細則の規定にかかわら
ず、当分の間、改正後の細則の様式の要件を満たすよう修正して使用することができる。

訓 令

訓 令 第 一 号

組 合 内 一 般

　 名 古 屋 港 管 理 組 合 不 当 要 求 行 為 等 対 策 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

　 　 　 名 古 屋 港 管 理 組 合 不 当 要 求 行 為 等 対 策 規 程

　 （ 目 的 ）

第 一 条 　 こ の 訓 令 は 、 職 員 の 公 正 な 職 務 の 遂 行 を 確 保 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と に よ り 、 公 務 に 対 す る 信 頼 を 確 保

し 、 公 正 か つ 公 平 な 港 湾 行 政 の 運 営 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。

　 （ 定 義 ）

第 二 条 　 こ の 訓 令 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 　 職 員 　 管 理 者 の 職 務 上 の 指 揮 監 督 権 限 に 服 す る 全 て の 職 員 を い う 。

二 　 不 当 要 求 行 為 等 　 公 正 な 職 務 の 遂 行 を 損 な う お そ れ の あ る 行 為 を 求 め る 行 為 及 び 暴 力 行 為 等 の 社 会 通 念 上 相 当 と 認

め ら れ る 範 囲 を 逸 脱 し た 手 段 に よ り 要 求 の 実 現 を 図 る 行 為 を い う 。

三 　 所 属 長 　 課 長 （ 担 当 課 長 を 含 む 。 ） 及 び 事 務 所 長 を い う 。

　 （ 職 員 の 責 務 ）

第 三 条 　 職 員 は 、 全 体 の 奉 仕 者 で あ っ て 、 一 部 の 奉 仕 者 で は な い こ と を 自 覚 し 、 職 務 の 遂 行 に 当 た っ て は 、 常 に 法 令 そ の 他

の 規 程 を 遵 守 す る と と も に 、 公 正 に 職 務 を 執 行 し な け れ ば な ら な い 。

２ 　 職 員 は 、 不 当 要 求 行 為 等 に 対 し て は 、 こ れ を 拒 否 し な け れ ば な ら な い 。

　 （ 管 理 監 督 者 の 責 務 ）

第 四 条 　 職 員 を 管 理 し 、 又 は 監 督 す る 地 位 に あ る 職 員 は 、 そ の 管 理 し 、 又 は 監 督 す る 職 員 の 公 正 な 職 務 の 遂 行 の 確 保 に 努 め 、

そ の 行 動 に つ い て 適 切 に 指 揮 監 督 し な け れ ば な ら な い 。

　 （ 不 当 要 求 行 為 等 対 策 責 任 者 及 び 不 当 要 求 行 為 等 対 策 リ ー ダ ー ）

第 五 条 　 不 当 要 求 行 為 等 を 防 止 す る と と も に 、 適 切 な 対 策 を 講 じ る た め に 部 及 び 室 に 不 当 要 求 行 為 等 対 策 責 任 者 （ 以 下 「 責

任 者 」 と い う 。 ） 及 び 不 当 要 求 行 為 等 対 策 リ ー ダ ー （ 以 下 「 リ ー ダ ー 」 と い う 。 ） を 置 く 。

２ 　 責 任 者 は 部 及 び 室 の 次 長 を 、 リ ー ダ ー は 部 及 び 室 の 庶 務 を 主 管 す る 課 長 を も っ て 充 て る 。 た だ し 、 総 務 部 の リ ー ダ ー に

あ っ て は 、 総 務 部 行 政 管 理 課 長 を も っ て 充 て る 。

３ 　 責 任 者 は 、 そ の 所 属 す る 部 又 は 室 に お け る 不 当 要 求 行 為 等 の 防 止 及 び 対 策 に 関 す る 事 務 を 統 括 し 、 相 談 を 受 け 、 及 び 指

導 を 行 う も の と す る 。

４ 　 リ ー ダ ー は 、 そ の 所 属 す る 部 又 は 室 に お け る 不 当 要 求 行 為 等 の 防 止 及 び 対 策 に 関 す る 連 絡 調 整 及 び 情 報 交 換 、 第 七 条 に

規 定 す る 不 当 要 求 行 為 等 対 策 委 員 会 と の 連 絡 等 を 行 う も の と す る 。

５ 　 責 任 者 及 び リ ー ダ ー は 、 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 十 四 条 第 一 項

に 規 定 す る 責 任 者 と し て 、 愛 知 県 公 安 委 員 会 の 開 催 す る 責 任 者 講 習 の 受 講 そ の 他 同 法 に 定 め る 不 当 要 求 の 防 止 に 係 る 業 務

を 行 う も の と す る 。

　 （ 不 当 要 求 行 為 等 に 対 す る 措 置 ）

第 六 条 　 職 員 は 、 不 当 要 求 行 為 等 を 受 け た と 思 料 す る と き は 、 直 ち に 直 属 の 上 司 及 び 所 属 長 に 報 告 し 、 そ の 後 遅 滞 な く 当 該

不 当 要 求 行 為 等 の 内 容 の 記 録 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２ 　 職 員 は 、 他 の 職 員 が 不 当 要 求 行 為 等 を 受 け て い る と 認 め る と き は 、 直 ち に そ の 旨 を 当 該 他 の 職 員 の 直 属 の 上 司 及 び 所 属

長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 不 当 要 求 行 為 等 に よ り 他 の 職 員 の 身 体 に 急 迫 し た 危 険 が 生 じ て い る と き は 、

直 ち に 警 察 へ の 通 報 そ の 他 適 切 な 措 置 を 講 じ 、 そ の 後 報 告 す る も の と す る 。

３ 　 所 属 長 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た と き 又 は 不 当 要 求 行 為 等 が 発 生 し 、 若 し く は 発 生 す る お そ れ が あ る と 認 め

る と き は 、 直 ち に 当 該 不 当 要 求 行 為 等 の 行 為 者 に 対 し 注 意 若 し く は 警 告 を 発 し 、 退 去 を 命 じ 、 又 は 警 察 へ の 通 報 そ の 他 必

要 な 措 置 を 講 じ 、 そ の 後 遅 滞 な く 当 該 不 当 要 求 行 為 等 の 概 要 及 び そ の 対 応 を 、 そ の 所 属 す る 部 又 は 室 の リ ー ダ ー に 書 面 に
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よ り 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

４ 　 リ ー ダ ー は 、 前 項 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た と き は 、 不 当 要 求 行 為 等 対 策 委 員 会 に 報 告 す る と と も に 、 そ の 所 属 す る 部

又 は 室 の 責 任 者 及 び 長 に 報 告 し 、 必 要 に 応 じ て 関 係 す る 所 属 長 に そ の 内 容 を 情 報 提 供 し な け れ ば な ら な い 。

　 （ 不 当 要 求 行 為 等 対 策 委 員 会 ）

第 七 条 　 不 当 要 求 行 為 等 に 組 織 的 に 対 応 す る た め に 、 不 当 要 求 行 為 等 対 策 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。

２ 　 委 員 会 の 所 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

一 　 不 当 要 求 行 為 等 に 関 す る 対 応 方 針 、 調 査 及 び 事 後 措 置 の 協 議 検 討

二 　 不 当 要 求 行 為 等 に 関 す る 情 報 交 換 及 び 部 室 間 の 連 絡 調 整

三 　 そ の 他 委 員 会 が 必 要 と 認 め る 事 項

３ 　 委 員 会 の 委 員 は 、 専 任 副 管 理 者 並 び に 部 及 び 室 の 長 及 び 責 任 者 を も っ て 充 て る 。

４ 　 委 員 会 に 委 員 長 を 置 き 、 専 任 副 管 理 者 を も っ て 充 て る 。

５ 　 委 員 会 は 、 委 員 又 は リ ー ダ ー の 要 請 に 基 づ き 、 委 員 長 が 召 集 す る 。

６ 　 委 員 長 は 、 必 要 に 応 じ て 関 係 職 員 に 委 員 会 へ の 出 席 を 求 め る こ と が で き る 。

７ 　 委 員 長 は 、 必 要 に 応 じ て 弁 護 士 等 の 専 門 家 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。

８ 　 委 員 会 の 庶 務 は 、 総 務 部 行 政 管 理 課 に お い て 処 理 す る 。

　 （ 不 当 要 求 行 為 等 の 行 為 者 へ の 警 告 及 び 法 的 措 置 ）

第 八 条 　 管 理 者 は 、 委 員 会 の 協 議 結 果 に 基 づ き 、 不 当 要 求 行 為 等 の 行 為 者 に 対 し て 文 書 で 警 告 を 行 う も の と す る 。

２ 　 管 理 者 は 、 委 員 会 の 協 議 に 基 づ き 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 告 訴 、 告 発 、 仮 処 分 命 令 の 申 立 て 、 訴 え の 提 起 等 の 法 的

措 置 を 講 ず る も の と す る 。

　 （ 職 員 へ の 配 慮 ）

第 九 条 　 管 理 者 は 、 職 員 が 第 六 条 の 規 定 に 基 づ く 報 告 を 行 っ た こ と に よ り 、 正 当 な 理 由 な く 不 利 益 な 取 扱 い を 受 け る こ と が

な い よ う 必 要 な 配 慮 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

２ 　 管 理 者 は 、 職 員 が そ の 正 当 な 職 務 行 為 に 起 因 し て 、 不 当 要 求 行 為 等 の 行 為 者 等 か ら 個 人 と し て 職 場 内 外 で 権 利 侵 害 を 受

け る こ と が な い よ う 必 要 な 配 慮 を す る と と も に 、 当 該 職 員 の 公 正 な 職 務 の 遂 行 を 確 保 す る た め 、 権 利 侵 害 を 受 け る こ と と

な っ た 職 員 に 対 し 、 関 係 機 関 へ の 連 絡 、 弁 護 士 の あ っ せ ん 等 の 必 要 な 援 助 を す る も の と す る 。

　 （ 委 託 事 務 事 業 に 係 る 不 当 要 求 行 為 等 へ の 対 応 ）

第 十 条 　 本 組 合 の 事 務 事 業 の 委 託 を 受 け た 事 業 者 が 、 当 該 事 務 事 業 の 遂 行 に 伴 い 不 当 要 求 行 為 等 を 受 け た と き は 、 当 該 事 務

事 業 を 担 当 す る 部 又 は 室 の リ ー ダ ー は 、 当 該 不 当 要 求 行 為 等 へ の 対 応 を 協 議 す る た め 、 委 員 長 に 対 し 、 委 員 会 の 招 集 を 求

め る こ と が で き る も の と す る 。

　 （ 記 録 の 整 理 等 ）

第 十 一 条 　 所 属 長 は 、 不 当 要 求 行 為 等 に 関 す る 記 録 を 整 理 し 、 適 切 に 保 管 す る と と も に 、 異 動 に 際 し て は 、 こ れ を 後 任 者 に

確 実 に 引 き 継 が な け れ ば な ら な い 。

　 （ 委 任 ）

第 十 二 条 　 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 総 務 部 長 が 別 に 定 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

訓 令 第 二 号

組 合 内 一 般

　 名 古 屋 港 管 理 組 合 職 員 衛 生 管 理 規 程 （ 昭 和 五 十 年 訓 令 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章

　 本 則 （ 第 三 条 の 表 五 の 項 を 除 く 。 ） 中 「 統 轄 衛 生 管 理 者 」 を 「 総 括 安 全 衛 生 管 理 者 」 に 、 「 管 理 医 」 を 「 産 業 医 」 に 改 め る 。

　 第 三 条 の 見 出 し 中 「 統 轄 衛 生 管 理 者 等 」 を 「 総 括 安 全 衛 生 管 理 者 等 」 に 改 め 、 同 条 の 表 一 の 項 中 「 主 任 衛 生 管 理 者 」 の 下

に 「 、 安 全 衛 生 推 進 者 及 び 衛 生 管 理 者 」 を 加 え 、 「 統 轄 管 理 」 を 「 統 括 管 理 」 に 改 め 、 同 表 二 の 項 中 「 統 轄 衛 生 副 管 理 者 」 を

「 総 括 安 全 衛 生 副 管 理 者 」 に 改 め 、 同 表 三 の 項 中 「 任 命 」 を 「 選 任 」 に 改 め 、 同 表 四 の 項 中 「 衛 生 管 理 者 及 び 衛 生 担 当 者 」

を 「 主 任 衛 生 担 当 者 」 に 、 「 統 轄 管 理 」 を 「 統 括 管 理 」 に 改 め 、 同 表 六 の 項 中 「 事 務 所 」 の 下 に 「 （ 以 下 「 課 等 」 と い う 。 ） 」

を 加 え 、 「 衛 生 管 理 者 の 職 務 を 補 助 す る 」 を 「 主 任 衛 生 担 当 者 の 職 務 を 補 助 し 、 所 属 す る 課 等 の 職 員 の 衛 生 に 関 す る 業 務 を 行

う 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 八 の 項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 第 三 条 の 表 五 の 項 中 「 部 の 庶 務 担 当 課 」 を 「 総 務 部 職 員 課 」 に 、 「 所 属 の 課 長 」 を 「 総 務 部 職 員 課 長 」 に 、 「 管 理 医 及 び 主

任 衛 生 管 理 者 」 を 「 総 括 安 全 衛 生 管 理 者 」 に 、 「 関 す る 事 項 」 を 「 係 る 技 術 的 事 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 六 の 項 と し 、 同 表 四

の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 第 四 条 の 見 出 し 中 「 衛 生 管 理 者 等 」 を 「 安 全 衛 生 推 進 者 等 」 に 改 め 、 同 条 中 「 衛 生 管 理 者 又 は 」 を 「 安 全 衛 生 推 進 者 、 衛

七 　 主 任 衛 生 担 当 者 　 部 の 庶 務 担 当 課 の 職 員 の う ち か ら 所

属 長 が 指 名 す る 者

　 主 任 衛 生 管 理 者 の 指 揮 に 従 い 、 所 属 す る 部 の 職 員 の

衛 生 に 関 す る 業 務 を 行 う 。

五 　 安 全 衛 生 推 進 者 　 事 務 所 長 及 び 港 営 部 担 当 課 長 （ コ ン

テ ナ 担 当 ） （ 以 下 「 事 務 所 長 等 」 と い う 。 ）

又 は 事 務 所 の 職 員 の う ち か ら 事 務 所 長

等 が 指 名 す る 者 並 び に 建 設 部 施 設 事 務

所 運 河 河 川 管 理 セ ン タ ー 所 長

　 総 括 安 全 衛 生 管 理 者 の 指 揮 に 従 い 、 法 第 十 条 第 一 項

各 号 に 掲 げ る 業 務 の う ち 衛 生 に 関 す る 事 項 を 担 当 す

る 。
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生 管 理 者 、 主 任 衛 生 担 当 者 又 は 」 に 、 「 衛 生 管 理 者 等 指 名 報 告 書 」 を 「 安 全 衛 生 推 進 者 等 指 名 報 告 書 」 に 改 め る 。

　 様 式 第 一 号 中 「衛生管理者等指名報告書 」 を 「安全衛生推進者等指名報告書 」 に 、 「統轄衛生管理者 」 を 「総括安全衛生管

理者 」 に 、 「氏 名 □印 」 を 「 　 　 　 　 　 　 　 　 印 」 に 、 「衛生管理者等 」 を 「安全衛生推進者等 」 に 改 め 、　 　 　 　

及 び 　 　 　 　 　 を 削 る 。

　 様 式 第 二 号 中 「統轄衛生管理者 」 を 「総括安全衛生管理者 」 に 、 「管理医 」 を 「産業医 」 に 、 「○印 」 を 「印 」 に 改 め る 。

　 様 式 第 三 号 中 「統轄衛生管理者 」 を 「総括安全衛生管理者 」 に 改 め る 。

　 様 式 第 四 号 中 「統轄衛生管理者 」 を 「総括安全衛生管理者 」 に 、 「○印 」 を 「印 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

訓 令 第 三 号

組 合 内 一 般

　 名 古 屋 港 管 理 組 合 安 全 管 理 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 訓 令 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章

　 第 一 条 中 「 こ の 規 程 は 、 」 の 下 に 「 労 働 安 全 衛 生 法 （ 昭 和 四 十 七 年 法 律 第 五 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） そ の 他 関 係 法 令

の 規 定 を 遵 守 し 、 」 を 加 え 、 「 ま た は 」 を 「 又 は 」 に 、 「 よ つ て 」 を 「 よ っ て 」 に 改 め る 。

　 第 二 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 （ 総 括 安 全 衛 生 管 理 者 ）

第 二 条 　 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 総 括 安 全 衛 生 管 理 者 を 置 き 、 総 務 部 長 の 職 に あ る 者 を も っ て こ れ に 充 て る 。

２ 　 総 括 安 全 衛 生 管 理 者 は 、 安 全 管 理 者 、 安 全 衛 生 推 進 者 及 び 安 全 推 進 者 を 指 揮 し 、 職 員 の 安 全 に 関 す る 業 務 を 統 括 管 理 す

る 。

　 第 八 条 に 見 出 し と し て 「 （ 雑 則 ） 」 を 付 し 、 同 条 中 「 統 轄 安 全 管 理 者 と 安 全 管 理 者 が 協 議 の う え 」 を 「 総 括 安 全 衛 生 管 理 者

が 」 に 改 め 、 同 条 を 第 十 二 条 と す る 。

　 第 七 条 中 「 労 働 安 全 衛 生 法 （ 昭 和 四 十 七 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 」 を 「 法 、 」 に 、 「 じ ゆ ん 守 」 を 「 遵 守 」 に 、 「 つ と め な け れ ば 」

を 「 努 め な け れ ば 」 に 改 め 、 同 条 を 第 十 一 条 と す る 。

　 第 六 条 を 第 十 条 と す る 。

　 第 五 条 第 一 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 安 全 管 理 者 」 を 「 安 全 衛 生 推 進 者 及 び 安 全 推 進 者 」 に 改 め 、 同 項 第 七 号 中 「 安 全 管

理 者 」 を 「 安 全 衛 生 推 進 者 又 は 安 全 推 進 者 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 安 全 管 理 者 は 」 を 「 安 全 衛 生 推 進 者 及 び 安 全 推 進 者 は 」

に 、 「 統 轄 安 全 管 理 者 」 を 「 総 括 安 全 衛 生 管 理 者 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 安 全 管 理 者 」 を 「 安 全 衛 生 推 進 者 、 安 全 推 進 者 」

に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 安 全 管 理 者 は 」 を 「 、 安 全 衛 生 推 進 者 又 は 安 全 推 進 者 は 、 」 に 改 め 、 同 条 を 第 九 条 と す る 。

　 第 四 条 第 一 項 中 「 安 全 管 理 者 」 を 「 安 全 衛 生 推 進 者 及 び 安 全 推 進 者 」 に 、 「 も つ て 」 を 「 も っ て 」 に 、 「 あ て る 」 を 「 充 て

る 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 安 全 管 理 者 」 を 「 安 全 衛 生 推 進 者 又 は 安 全 推 進 者 」 に 改 め 、 同 条 を 第 八 条 と す る 。

　 第 三 条 の 見 出 し 中 「 安 全 管 理 者 」 を 「 安 全 管 理 者 等 」 に 改 め 、 同 条 中 「 安 全 管 理 者 」 の 下 に 「 、 安 全 衛 生 推 進 者 及 び 安 全

推 進 者 」 を 加 え 、 「 の 各 号 」 を 削 り 、 「 行 な う 」 を 「 行 う 」 に 改 め 、 同 条 第 一 号 中 「 ま た は 」 を 「 又 は 」 に 改 め 、 同 条 を 第 七

条 と し 、 第 二 条 の 次 に 次 の 四 条 を 加 え る 。

　 （ 総 括 安 全 衛 生 副 管 理 者 ）

第 三 条 　 総 括 安 全 衛 生 管 理 者 の 下 に 総 括 安 全 衛 生 副 管 理 者 を 置 き 、 総 務 部 職 員 課 長 の 職 に あ る 者 を も っ て こ れ に 充 て る 。

２ 　 総 括 安 全 衛 生 副 管 理 者 は 、 総 括 安 全 衛 生 管 理 者 を 補 佐 し 、 や む を 得 な い 事 由 に よ り 総 括 安 全 衛 生 管 理 者 が 職 務 を 行 う こ

と が で き な い と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。

　 （ 安 全 管 理 者 ）

第 四 条 　 総 括 安 全 衛 生 管 理 者 の 下 に 安 全 管 理 者 を 置 き 、 総 務 部 職 員 課 長 の 職 に あ る 者 を も っ て こ れ に 充 て る 。

２ 　 安 全 管 理 者 は 、 総 括 安 全 衛 生 管 理 者 の 指 揮 に 従 い 、 法 第 十 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 業 務 の う ち 安 全 に 係 る 技 術 的 事 項 を 管

理 す る 。

　 （ 安 全 衛 生 推 進 者 ）

第 五 条 　 総 括 安 全 衛 生 管 理 者 の 下 に 安 全 衛 生 推 進 者 を 置 き 、 事 務 所 長 及 び 港 営 部 担 当 課 長 （ コ ン テ ナ 担 当 ） （ 以 下 「 事 務 所 長

等 」 と い う 。 ） 又 は 事 務 所 の 職 員 の う ち か ら 事 務 所 長 等 が 指 名 す る 者 並 び に 建 設 部 施 設 事 務 所 運 河 河 川 管 理 セ ン タ ー 所 長 を

も っ て こ れ に 充 て る 。

２ 　 安 全 衛 生 推 進 者 は 、 総 括 安 全 衛 生 管 理 者 の 指 揮 に 従 い 、 法 第 十 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 業 務 の う ち 安 全 に 関 す る 事 項 を 担

当 す る 。

　 （ 安 全 推 進 者 ）

第 六 条 　 総 括 安 全 衛 生 管 理 者 の 下 に 安 全 推 進 者 を 置 き 、 企 画 調 整 室 担 当 課 長 （ 環 境 担 当 ） 及 び 港 営 部 海 務 課 長 を も っ て こ れ

に 充 て る 。

２ 　 安 全 推 進 者 は 、 総 括 安 全 衛 生 管 理 者 の 指 揮 に 従 い 、 法 第 十 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 業 務 の う ち 安 全 に 関 す る 事 項 を 担 当 す

る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

「衛　生
　管理者」

「衛　生
　担当者」



２０ 名古屋港管理組合公報　第４９２号　平成２４年３月３０日

名古屋港管理組合公告
　港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３条の３第９項の規定に基づき、名古屋港港湾計画の変更の概要を次のとおり公告する。
　　平成２４年３月３０日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

１　港湾計画の変更の概要
　平成１２年４月１４日名古屋港管理組合公報第２４２号により、その概要を公告した名古屋港港湾計画について変更した事項
は、次のとおりである。

　�　公共埠頭計画
　　ア　外貿埠頭計画
　　　　以下のとおり計画する。
　　　　ドルフィン

　　イ　内貿埠頭計画
　　　　以下のとおり計画する。
　　　　岸壁

　�　専用埠頭計画
　　　以下のとおり計画する。
　　　ドルフィン

　�　水域施設計画
　　　以下のとおり計画する。
　　　泊地

　　　航路・泊地

　�　臨港交通施設計画
　　　以下のとおり計画する。

 

面積（ヘクタール）バース数水深（メートル）地区名

４１１４南部地区

面積（ヘクタール）延長（メートル）バース数水深（メートル）地区名

２２６０２７．５南部地区

バース数水深（メートル）地区名

３１４南部地区

面積（ヘクタール）水深（メートル）地区名

２１４

南部地区 ３８１４

５７．５

面積（ヘクタール）水深（メートル）地区名

９９１４南部地区

車線数終点起点道路名称地区名

４北浜ふ頭
市道
７０００５号線

臨港道路
北浜ふ頭線（仮称）

南部地区

公 告
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　�　港湾環境整備施設計画
　　　以下のとおり計画する。
　　　緑地

　�　大規模地震対策施設計画
　　　以下のとおり計画する。
　　　ドルフィン

　
　　　岸壁

　�　土地造成及び土地利用計画
　　　以下のとおり計画する。
　　　（土地利用計画）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：ヘクタール）

注１）（　）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、特に密接に関連する土地利用計
画で内数である。

注２）今回の変更に係る地区についてのみ記述した。
注３）端数整理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。

　　　（土地造成計画）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：ヘクタール）

注１）（　）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、特に密接に関連する土地造成計
画で内数である。

面積（ヘクタール）地区名

６南部地区

合

計

海

面

処

分

用

地

緑

地

危
険
物
取
扱
施
設
用
地

交

通

機

能

用

地

工

業

用

地

港

湾

関

連

用

地

埠

頭

用

地

用　

途

 名区地

（２，２０３）
２，２３０

（１９８）
１９８

（１０１）
１０１

（７７）
７７

（２０）
４７

（１，６７７）
１，６７７

（１１８）
１１８

（１２）
１２

南部地区

バース数水深（メートル）地区名

１１４南部地区

延長（メートル）バース数水深（メートル）地区名

２６０２７．５南部地区

合

計

海

面

処

分

用

地

緑

地

危
険
物
取
扱
施
設
用
地

交

通

機

能

用

地

工

業

用

地

港

湾

関

連

用

地

埠

頭

用

地

用　

途

 名区地

（２７６）
２７６

（１９８）
１９８

（１６）
１６

（７）
７

（４８）
４８

（６）
６

南部地区
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注２）今回の変更に係る地区についてのみ記述した。
注３）端数整理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。

２　港湾計画の縦覧の場所
　　名古屋市港区港町１番１１号　名古屋港管理組合　企画調整室　計画担当

発行所　名古屋市港区港町１番１１号

名古屋港管理組合


